
令和 6年 2月 27日  

事 業 者 各位 

       受講希望者 様 

 

                                                                        (石川労働局登録教習機関)  

(一社)七尾労働基準協会 

 

  「アーク溶接等の業務に係る特別教育」講習会の開催について 

             

労働安全衛生法では、「アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務」に労働者を

就かせるときは、法定に基づく特別教育を修了させなければならない」と定められています。
〈 労働安全衛生法第 59 条 労働安全衛生規則第 36 条第 3 項 〉 

つきましては、この特別教育講習会を石川県立七尾産業技術専門校との共催により、下
記のとおり実施しますので、必要な方は受講願います。 

 なお、このアーク溶接特別教育は、毎年 5月と翌年 2月に定期的に開催(同会場)しています。
また、5月 20日～21日にはガス溶接技能講習も同会場にて予定しています。 
詳しくは当協会ホームページをご覧願います！ 

  

                                                 
記           

１  実施日･会場                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

※ 各日とも受付は 8:30～8:50です。  

       ※ 後記 6欄の 解説・・各コースの説明について をご参照願います。 

2  受講資格   18才以上の者  

※ 体調不良の方はご遠慮願います。 

3  定  員    20名程度  

           

4  申込期日    令和 6 年 5 月 15 日（水） まで 

※ 5/15現在における専門校の地震による改修状況により 

実施の有無を判断し受講申込者にご連絡します。 

受講区分(所要日数)    日  時 講習時間 

(合計) 

  会   場 

Ａ  

基本 

（３日）コース 

 

6 年 5 月 27 日（月） 

5 月 28 日（火） 

5 月 29 日（水） 

  （9：00～17：15） 

学科 11 時間 

実技 10 時間 

 石川県立 

七尾産業技術専門校  

七尾市津向町ヘ 34  

 

※専門校では現在能登半

島地震による改修中です。 

 改修作業の状況によっ

ては、延期又は中止となる

場合があります。 

Ｂ 

実技の一部省略

（２日）コース 

6 年 5 月 27 日（月） 

5 月 28 日（火） 

  （9：00～17：15） 

学科 11 時間 

実技 3 時間 

※所属事業場等にアーク溶接装置がある場合で、所定の実技 10時間のうち７時間を 

    事業場で実施していただける場合のコースです。 



5  受講の申込み・受講料納入の方法 

(1) 受講申込書に所要事項を記入し、本人確認書類(自動車運転免許証・健康保険証等の写し) 

を添付し FAX又は郵送によりお申込み下さい。 

   〒926-0852 七尾市小島町西部 19-2  (一社)七尾労働基準協会  宛  

  FAX 0767-52-2427 

（２）受講申込みをされた方には、 

① 受講申込書に受講番号を入れた受講票(受講者が当日持参) 

② 受講料納入口座 ・期日等の案内書 

①②を同時に FAX送信いたしますので、②案内書に記載の口座へ期日までに 

受講料を納入下さい。 

 

6  受 講 料 等       （法の改正によりテキスト代金が変わることがあります）                         
 

 
 
 
           
    解説･･･各コースの説明  

特別教育規程では、アーク溶接特別教育は、 

学科 11時間・実技 10時間の合計 21時間(3日)以上と定められております。 

     Ａ 基本３日コースは全科目修了となります。 

  ※受講者には全科目修了の特別教育「修了証」を最終日に交付します。 

Ｂ 実技の一部省略２日コースは、受講が容易な 2日間に設定したものであり、 

    実技の残り 7時間は各事業場において実施して頂くものです。 

   ※事業場にアーク溶接装置があることが必要です。 

  ※受講者には特別教育「修了証」及び残りの実技 7時間の記録用紙を交付します。 

 

7  助成金について(建設業種のみ対象です) 

   建設業種の雇用保険被保険者が受講された場合は次のとおり助成金が支給されます。 

   ※省略 2日コース受講の場合は、講習日 1週間以上前（5月 17日までに）計画届を提出する必要が 

あります。詳しくは石川労働局職業安定部職業対策課 ☎076-265-4428 までお問い合わせください。 

建設業種の雇用保険被保険者が Ａ 基本３日(全科目)コース を 受講した場合 

助成金の額 

１人あたり 

39,600 円 

(受講料税込＋テキスト代×75％）＋（日当 7,600 円×講習日数） 

の助成金が支給されます。詳しくは、石川労働局 

職業安定部職業対策課 ☎076-265-4428までお問い合わせ下さい。 

※申込書の建設助成金申請【有】の場合、証明等の書類は講習会修了時に受講者にお渡します。 

 
8 その 他 

① 基本 3日コース・一部省略 2日コースの選択は受講申込みの所定欄を○印願います。 

② 受講者は受講票及び筆記具を持参して下さい。 

③ 実技の服装等は学科講習時にご説明します。   
 
◆◆◆ キャンセルについて ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

   ☆キャンセルの申出日によって次のとおり返金します【送金料が差引かれます】 

キャンセル申出日 受講料(税込) テキスト代 

申込期日まで (5/15)  全額返金 全額返金 

申込期日の翌日から講習 4 日前まで (5/16～5/21)  全額返金 返金なし 

講習 3日前から講習前日まで (5/22～5/24) 70％返金 返金なし 

講習当日 返金なし 返金なし 

 

  受講の区分 受講料 消費税 テキスト代 合  計 

Ａ  基本３日コース 19,000 円 1,900 円 1,540 円 22,440 円 

Ｂ  実技の一部省略 

２日コース 
14,000 円 1,400 円 1,540 円 16,940 円 


